
記載例２　　【算出年税額が、住宅借入金等特別税額控除可能額より小さい場合】

算出年税額（源泉徴収簿⑲欄）が住宅借入金等特別控除額（源泉徴収簿⑳欄）より
小さい場合は、次のように記入してください。

　　・「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の下部にある「居住開始年月日」を、

　　　給与支払報告書の（摘要）欄に転記

　　・源泉徴収簿の⑳欄を、給与支払報告書（摘要）欄の住宅借入金等特別控除可能額欄に転記

　　・源泉徴収簿の⑲欄を、給与支払報告書の住宅借入金等特別控除額欄に転記

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」下部

「源泉徴収簿」右下部分


